
【職業実践専門課程認定後の公表様式】
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人
人
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％
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■中退防止・中退者支援のための取組
担任による個別指導の他、スクールカウンセラーによるカウンセリングの実施、学費の分割納入など

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有

特待生制度（授業料半額免除）、鯉淵学園奨学金制度（無利子、月額2万円、3万円、5万円）

■専門実践教育訓練給付：　　　　　非給付対象

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　無

■中途退学の主な理由

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.koibuchi.ac.jp/nourishment/

令和4年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
分野別、施設別の就職セミナー、6社程度の委託会社による
企業説明会の他、面接対策、履歴書指導など担任と愁傷担
当者の連携した指導を実施している
■卒業者数
：

20

■就職希望者数 20

■主な就職先、業界等（令和3年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
給食委託会社、病院、保育園、福祉施設、介護施設、社員食
堂など

（令和3年度卒業者に関する令和4年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③の
いずれかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得する
もの
③その他（民間検定等）

■その他
・進学者数：　　　　　　　　　　　　0人
・就職を希望しない　　　　　　　 0人

年度卒業者に関する

■就職者数 20
100■就職率　　  　　　 　　　　：

■卒業者に占める就職者の割合
： 100

長期休み

■学年始：４月８日
■夏　 季：８月９日～９月３０日
■冬　 季：１２月２０日～１月１０日
■学年末：３月１７日

卒業・進級
条件

学則に定める規定科目を履修し、学期末試験もしくは課題
の成績が合格点以上で、学費等の納入を怠っていないこ
と。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 学生自治組会活動・ボランティア活動・学園祭等の実行委員

会等担任による面談の実施や保護者と連携した指導、スクールカ
ウンセラーとの連携により種々の学生への相談・指導を実施
している ■サークル活動： 有

学期制度
■前期：４月１日～９月３０日
■後期：１０月１日～３月３１日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
試験・レポート・提出物・受講態度(平常点)などに基づ

80人 57人 0人 9人 16人 25人

135 0
時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

2 0
1860 1080 150 495

認定年月日 令和3年3月25日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

衛生 専門課程 食品栄養科
平成22年文部科学省

認定
ー

学科の目的
栄養士法及び学校教育法に基づき、栄養士を養成するために必要な知識及び技能を習得させ、合わせて社会人として必要な一般教養を高め、人格教
育と文化の向上、発展に寄与することを目的とする。

029-259-2811

分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

公益財団法人
鯉淵学園

昭和23年5月24日 伊勢彦信
〒319-0323
茨城県水戸市鯉淵町5965

（電話）

鯉淵学園農業栄養
専門学校

昭和23年4月1日 島﨑弘幸
〒319-0323
茨城県水戸市鯉淵町5965

（電話） 029-259-2811

（別紙様式４）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地



（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。



種別

①

②

③

③

（年間の開催数及び開催時期）

栄養士が果たすべき社会的役割に関する基本となる能力を養うため、企業等との連携を通じて栄養士として必要とされる
知識・技能及び社会人としてのマナーを養う。

第１回　令和２年３月３０日　１３：００～１４：００
第１回　令和２年１０月２日　１６：００～１７：１０
第２回　令和３年２月１５日　１４：００～１５：００

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

（２）実習・演習等における企業等との連携内容

企業・保育園・高齢者施設において実習生の受け入れを依頼し、特定給食施設における栄養士業務についての実習を
行っている。45時間以上（原則1週間）、実際の現場に入り調理作業や事務作業など、栄養士としての実務について、栄養
士・管理栄養士から指導を受ける。終了後は企業等の担当者による評価の他、事前事後指導の状態も含めて評価する。
また、卒業後希望する職場に就職し、社会に貢献できる栄養士として活躍するために、病院や福祉施設など現場で活躍
する卒業生や就職先施設の担当者による講演などを通して職業理解及び社会人としての心構えを修得する。

斎藤亮一 鯉淵学園農業栄養専門学校学務部学務課長
令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針

本校が実践的かつ専門的な職業教育を実施するため、企業等との連携を通じて最新の知識・技術・技能について必要な
情報の把握や分析を行い、カリキュラムの改善や工夫、教育課程の編成に定期的に生かしていく。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

学則第36条　本校は授業内容及び方法の改善を図るために教育課程編成委員会を設ける
教育課程編成委員会は学園長を委員長とし、学園長の指名する教職員の他、業界団体の役職員、専攻分野に関する企
業等の役職員から選出し、鯉淵学園農業栄養専門学校が実践的かつ専門的な職業教育を実施するための教育課程の
編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫など）に活かすため、定期的に会議を設ける。会議での決議事項
は、教授会や運営会議において検討し、次年度以降の教育課程の編成及びカリキュラム内容の改善や工夫に活かす。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

茂木秀樹 イセ食品株式会社　イセたまご研究所副所長 令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

令和3年3月31日現在

名　前 所　　　属 任期

荒田玲子 公益財団法人　茨城県栄養士会副会長
令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

近藤郁文 一富士フードサービス株式会社東日本支社部営業部長

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

年２回　（９月、２月）

令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

浅津竜子 鯉淵学園農業栄養専門学校食品栄養副科長
令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

長田和枝 医療法人省和会老人保健施設つまさと施設長 令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

島﨑弘幸 鯉淵学園農業栄養孫門学校学園長 令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

長谷川量平 鯉淵学園農業栄養専門学校副学園長
令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

野口貴彦 鯉淵学園農業栄養専門学校食品栄養科長
令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

栄養士業務の実際について「献立作成に苦労している」「献立展開が弱い」などのご意見をいただいた。　具体的には、食
材の特徴の理解を深めるとともに、献立作成演習、応用栄養学実習、臨床栄養学実習などにおいて、献立作成や献立展
開教育の充実を図るためには、どの科目にどのような内容を組み入れることが効果的であるのかを議論してゆく。

（開催日時（実績））



研修名「一社）全国栄養士養成施設協会 2019年度特別研修会」（連携企業等：（一社）全国栄養士養成施設協会）
期間：令和元年5月11日（土）　　　　　　対象：浅津竜子・勝山由美
内容：１）厚生労働省の担当官より、「管理栄養士・栄養士のための栄養学教育　モデル・コア・カリキュラムについて」指導
を受けた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）「日本人の食事摂取
基準2020の策定状況に関する進捗報告」と、栄養士教育に活かすべきポイントについて指導を受けた。
研修名「（一社）全国栄養士養成施設協会　2019年度　講演研修会」（連携企業等：（一社）全国栄養士養成施設協会）
期間：令和元年8月26日（月）　　　　　　対象：勝山由美
内容：１）「管理栄養士・栄養士のための栄養学教育 モデル・コア・カリキュラムの解説」として、令和元年5月11日に受けた
指導内容からさらに具体的な説明を受けた。
２）栄養士実力認定試験出題基準（ガイドライン）の解説について
＊本科2年の12月に行われる全国の栄養士養成施設校統一試験である。
その出題基準について理解を深め、教育に役立てた。
研修名「 第8回 （公社）茨城県栄養士会定時総会・研修会」（連携企業等：（公社）茨城県栄養士会 ）
期間：令和元年5月17日（金）　　　 　　対象：浅津竜子
内容：「認知症の早期診断と予防」「HACCPによる衛生管理」「日本人の食事摂取基準2020年版-総論とその指標につい
て-」研修を受けた。
研修名「第8回 （公社）茨城県栄養士会定時総会・研修会」（連携企業等：（公社）茨城県栄養士会 ）
期間：令和元年5月21日（火）　　　　　　対象：浅津竜子
内容：「地域包括ケアシステムの今後の展開」について研修を受けた。
研修名「 2019年度 全国栄養士養成専門学校協議会 第24回通常総会・講演会」（連携企業等：全国栄養士養成専門学校
協議会 ）
期間：令和元年5月29日（木）　　　　　　対象：入江三弥子・浅津竜子
内容：HACCPと脂質異常症の最新情報に関する研修を受けた。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

実践的かつ専門的な職業教育を実施するため、職員研修に関する内規に基づき教職員の能力開発に対して専攻分野に
おける実務に関する知識・技術並びに授業及び学生に対する指導力等の修得・向上を目的として組織的な研修を受講さ
せる。

（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「（公社）茨城県栄養士会福祉研究会令和元年度総会並びに研修会」（連携企業等：（公社）茨城県栄養士会 ）
期間：令和元年6月12日（水）　　　　　　対象：勝山由美
内容：１）水戸済生会総合病院 リハビリテーション科 言語聴覚士 河野直弘先生による解説で、「嚥下のメカニズム」「高齢
者が誤嚥しやすい理由」「嚥下機能の評価の方法」と事例について説明を受け理解を深めた。
２）筑波メディカルセンター病院 栄養管理課 管理栄養士 小西桃子先生よる解説で、「アレルギーとは」「アレルゲン食品」
「加工食品の表示」「給食の対応について」説明を受け理解を深めた。
研修名「令和元年度健康づくり指導者研修会」（連携企業等：（公社）茨城県栄養士会 研究教育・公衆衛生専門研究会  ）
期間：令和2年2月20日（木）　　　　　　対象：浅津竜子
内容：令和2年4月に改訂される日本人の食事摂取基準（2020年版）の活用ポイントについて、改定委員の一人である上西
一弘先生　　（女子栄養大学教授）より解説を受けた。

（３）具体的な連携の例

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

特定給食施設(幼稚園・小学校・寄宿舎・高齢者福祉施設・
病院)での給食提供の実務経験を持つ教員がその実務経
験を生かし、校外実習先の栄養士・管理栄養士と連携して
給食提供の場で必要な技術や知識を習得させることを目
的とした教育を行う。実習先は、給食施設(学校、児童福祉
施設、老人保健施設、病院 等)とし、それぞれ給食の特徴
と栄養管理・運営の実際を体験し、校内において学習した
関連科目の理解を深める。また、他職種や給食提供対象
者とのコュミ ニケーシヨンを円滑に進める能力を養うことを
目指した実習を行う。また、実習終了後には報告会を実施
する。

日立総合病院、こころの医療セン
ター、大宮フロイデハイム、小美玉
学校給食センター、ナーシング
ホームかたくり　（全23企業）

給食管理学校外実習



※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）学校関係者評価結果の活用状況

学校評価委員会にて評価を受けた項目の中で、改善が求まられるものについては速やかにその対処方法について協議
し、授業評価アンケート結果とともに次年度の授業計画に反映させ、教育内容の改善や学校運営の健全化に努める。

（９）法令等の遵守 法令等の遵守(法令・設置基準等の遵守性、自己評価の実施）

（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献・地域貢献（社会貢献の実態、学生ボランティアの支援）

（１１）国際交流 国際交流（学習・生活指導体制、在籍管理の適正化）

（６）教育環境 教育環境（施設設備の整備、インターンシップ等の教育体制）

（７）学生の受入れ募集 学生の受入れ募集（学生募集活動の適正化、納付金の妥当性）

（８）財務 財務（財務基盤の安定性、予算・収支計画の有効性、会計監査の適正化）

（３）教育活動 教育活動（教育目標、カリキュラムの体系化、評価基準の明確化）

（４）学修成果 学修成果（就職率、資格取得率、退学率、卒業生の評価）

（５）学生支援 学生支援（就職指導体制、経済的支援体制、保護者との連携）

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標 教育理念・目標（将来構想、教育の特色、業界ニーズ）

（２）学校運営 学校運営（運営方針、事業計画、意思決定システム）

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「校内研修会」
期間：令和３年３月２４日（水）　　　　　対象：全教職員
内容：高等教育におけるアクティブラーニングについて、茨城大学教育学部 准教授 大西 有 先生より具体的なアクティブ
ラーニングの実践方法についてグループワーク方式で解説を受け、今後の栄養士養成教育に取り入れる。

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

自己点検・自己評価の結果に対し、学校評価ガイドラインに沿って外部評価を実施し、審議された内容から改善提案を行
い、次年度へ反映させる。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

②指導力の修得・向上のための研修等

　
研修名「校内研修会」
期間：令和1年12月24日（火）　　　　　　対象：全教職員
内容：高等教育におけるアクティブラーニングについて、茨城大学教育学部 准教授 大西 有 先生より解説を受けた。

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

オンデマンド配信による研修会、日本栄養改善学会主催の「栄養学教育モデル・コア・カリキュラム活用支援ガイド研修
会」受講予定。
期間：令和2年11月13日（金）～12月11日（金）　　　　　　対象：食品栄養科教職員
外部研修として、（公社）茨城県栄養士会主催の「いばらき食育推進大会」参加予定。
期間：令和3年1月21日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　対象：食品栄養科教職員

　
研修名「最新調理器具研修会」（連携企業等：株式会社ラショナル・ジャパン）
期間：令和2年11月12日（木）、13日（金）、27日（金）、12月4日（金）、10（木）、11（金）　　　　　　　対象：食品栄養科教職員
内容：企業のインストラクターから最新調理機器の「バリオクッキングセンター」、「スチームコンベクションオーブン」の使用
方法と調理できる内容の指導を受け、本科が教育する栄養士の就業先である特定給食施設での食事提供・大量調理の
あり方について理解を深める。



種別

教育関係者

外部有識者

関係機関役員

業界関係者

卒業生

（１１）その他

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）情報提供方法

URL: https://www.koibuchi.ac.jp/disclosure/,  https://www.koibuchi.ac.jp/nominkyo/

（８）学校の財務 学校の財務（収支計算書、貸借対照表）

（９）学校評価 学校評価（自己評価、学校関係者評価）

（１０）国際連携の状況 国際研修

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（ガイドブック, 令和元年度事業報告、学生便覧、教育研究報告）　　　）

（５）様々な教育活動・教育環境 様々な教育活動・教育環境（学校行事、施設設備、地域・企業連携）

（６）学生の生活支援 学生の生活支援（学生自治会、保健衛生指導、カウンセリング）

（７）学生納付金・修学支援 学生納付金・修学支援（奨学金）（特別待遇学生）

（２）各学科等の教育 各学科等の教育（カリキュラム、目指す資格、進路）

（３）教職員 教職員（教員担当科目、教職員数、教員の実績等）

（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育・実践的職業教育（就職支援、実習等への取り組み状況）

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

企業等の業界関係者、学生、保護者等に対し、ホームページを通じて本校の教育活動や学校運営の状況に関する情報を
積極的に発信し、企業等との連携による教育活動の充実や産業界等のニーズを踏まえた教育内容・方法の改善につなげ
る。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 学校の概要、教育目標（３ポリシー、教育方針）

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

URL:　https://www.koibuchi.ac.jp/disclosure/
公表時期：令和2年7月1日

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

入江　三弥子 公益財団法人　茨城県栄養士会会長
令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

西村　勝夫 鯉淵学園同窓会　会長
令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

大西　有 茨城大学教育学部　准教授
令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

村上　典男 茨城県議会議員
令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

安達　秀樹
社会福祉法人　愛の会
笠間ひだまり館　館長

令和元年10月1日～令和3年3
月31日（２年）

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

　　　令和2年11月4日現在

名　前 所　　　属 任期



（別紙様式１－２）                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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1 〇 国語表現
文と文章の基本を理解し、より高い文章表
現力を修得する

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

2 〇
情報処理基
礎

特定給食施設(高齢者福祉施設、学校給食
等)において給食提供の実務経験を持つ教員
が、その実務経験を生かし栄養士業務に必
要不可欠なパソコンの基本的な操作とパソ
コンを利用した対象者の情報管理、発注書
類の作成、献立紹介や給食だよりなどの媒
体作成に関する知識と技術の修得を目的と
した教育を行う。また、栄養計算ソフトを
利用した栄養計算の習得と栄養計算結果の
データ管理の方法を修得する。

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

3 〇 社会活動

社会生活を送るために必要な人格と教養
を培うこと、協同の精神を育むことを目的
とし、様々な活動を行う。具体的には、校
内での活動として、学内懇談会、セミ
ナー、校内外の美化活動、学校行事（農業
祭、三者会、学園祭）の企画運営、学生自
治会活動。校外でのボランティア活動を行
う。

1
年
前
期
後
期

30 1 〇 〇 〇

4 〇 生物

人間をはじめ全生物の構成単位である細胞
に注目し、細胞が生きているということは
どの様なことであるのか、生命現象を分子
レベルで捉え、そのシステムについて講述
する。また、生物の中で微生物に注目し、
微生物とはどのようなグループなのか、そ
の特徴など基本的な部分をおさえながら、
身近な事例を取り上げることにより理解を
深める。

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

5 〇 化学

化学とは、物質の組成や構造、生成や分解
の反応、他の物質との間で起こる様々な反
応を原子・分子レベルで解明し、そこから
さらに役立つ物質を新たに想像しようとす
る学問である。生活の基盤として重要な無
機化学および有機化学の基礎を学ぶ。

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

6 〇 入門ゼミ

栄養士養成教育を受ける心構えや専門科目
を履修するにあたり必要な最低限の知識・
技術について各分野の担当教員が講述す
る。

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

7 〇 外国語表現

国際化が進む社会で生活するためには、日
本人以外の人々とコミュニケーションを図
る必要がある。そのために、基礎的な英文
法、日常英会話の重要表現を学ぶ。

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

授業科目等の概要

（専門課程食品栄養科）令和元年度
分類 授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数



8 〇 保健体育

現代社会における身体・身体運動（スポー
ツ）・健康・体力の現状を理解するととも
に日常生活での身体運動を実践できる能力
を養う。

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

9 〇 公衆衛生

公衆衛生は、人々の健康が、自然・社会・
文化的環境と強く関わっていることを理解
し、人々の生涯にわたる健康に関する諸制
度の整備と保健活動を組織的に推進するも
のである事を学習する。

1
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

10 〇 食材生産

食材となる作物の生育環境と栽培の基礎を
学ぶことで、その栽培方法・環境等が食材
の外観や内容成分といった品質に及ぼす影
響を知り、利用・加工する際の食材として
の農産物選択眼を高める。

１
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

11 〇
フードシステ
ム

食品流通を川の流れに例えると、水（食
料）をつくりだす川上が農業、水を運び
（流通）、変化（加工）させるのが川中、
水を消費までに届けるのが川下（小売）と
なる。この川の流れは、無尽蔵に水を受け
入れることができる海ではなく、ある一定
量の容積しか持たない湖（消費）に流れ込
んでいる。これらの川上、川中、川下はそ
れぞれ独立しておらず、食品の品質など上
流の影響を大きく受け、連続性の高いもの
になっている。この講義においては、川の
流れを巨視点から捉え、食品にまつわる報
道などを通じて光の部分と影の部分を考察
する。

1
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

12 〇 発達心理学

人の「食」を生涯にわたり支え続けるため
には、自分とは年齢や立場の異なる人々に
ついて理解を深めることが求められます。
本授業では、子どもからお年寄りまで、人
生の様々な局面を生きる人々の心と社会生
活について理解します。また、そうした
人々の健康を増進する際に活用できる健康
心理学の知識・理論を学びます。

1
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

13 〇 食品学１

健康な食生活を送るためには、食品に関す
る正しい知識を持つことが大切である。食
品学1は、栄養と食品について科学的に学び
理解していく上での基礎となる食品の成分
の構造と性質を中心に学び、食品成分の栄
養性、安全性、おいしさ、化学変化とその
利用などについて科学的に理解を深める。

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

14 〇 食品学2

食品素材の特徴や構成成分の役割を健康の
観点から学ぶ。食品の種類及び分類方法に
ついて理解し、各食品（穀類、芋類、豆
類、果実類、野菜類、肉類、乳類、卵類）
の栄養特性や調理加工特性、機能性につい
て学ぶ。

1
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

15 〇 食品衛生学

食品衛生の考え方を理解し、飲食物による
健康障害の防止について正しい知識を得る
ことを目的とする。食品衛生の概念を説明
した後、微生物が原因となる食中毒の原因
食品・汚染経路及び予防方法について解説
する。

1
年
後
期

30 2 〇 〇 〇



16 〇
食品衛生学実
験

食品衛生管理において重要な細菌検査の手
法を修得すると共に、我々の身近に細菌が
どの程度生息しているかを本実験を通して
明らかにし、細菌性食中毒のリスクが普通
に存在していることを理解する。そして衛
生管理の重要性を再認識することを目的と
する。また本実験はグループで行うこと
で、コミュニケーション能力・協調性・
リーダーシップなどのグループワークに必
要な能力を修得又は発揮することを目指
す。

1
年
後
期

45 1 〇 〇 〇

17 〇 基礎栄養学

栄養士になる上で最も基本的な知識を得る
のが当科目である。栄養素がどのように体
づくりや健康維持に関わっているのか、五
大栄養素を中心にその機能と代謝を理解
し、各栄養素間の相互関係も知る。さらに
栄養素の消化・吸収、食物繊維の効果、エ
ネルギー代謝、栄養と遺伝子発現の関係を
学び、最後に活性酸素が疾病に及ぼす影響
とその対処の仕方を知る。

1
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

18 〇 応用栄養学１

病院において、栄養管理・指導の実務経験
を持つ教員が、その実務経験を生かし、人
として誕生し、その成長過程に相応しい身
体状況や栄養状態に応じた基本的な栄養管
理を行うために必要な知識の修得を目的と
した教育を行う。①生理的特徴②栄養アセ
スメント③栄養と病態・疾患④栄養ケアの
面から理解する。栄養管理（栄養マネジメ
ントの概要と栄養アセスメント）から各ラ
イフステージの妊娠期、授乳期、新生児
期・乳児期、幼児期までを理解する。

1
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

19 〇 栄養学実習

病院において栄養管理・指導の実務経験を
持つ教員が、その実務経験を生かしライフス
テージごとの健康の維持・ 増進、疾病予防の
食事に関する知識と技術の修得を目的とした
教育を行う。さらに本実習では、乳児期・離乳
期の栄 養、幼児期の栄養、学童期の栄養、
思春期の栄養、妊娠期・授乳期 の栄養、ス
ポーツ栄養、高齢期の栄養について7 回調
理実習する。

1
年
後
期

45 1 〇 〇 〇

20 〇
栄養管理情報
システム

パソコンを利用した栄養管理能力と献立作
成能力の習得を目指す。食事摂取基準に
沿った栄養管理と献立作成の演習について
表計算ソフトを使って行う。

1
年
後
期

60 2 〇 〇 〇

21 〇 食農教育実習

食材の生産現場（農業）を熟知した「栄
養士」の養成を目的とし、作物栽培と家畜
（乳牛等）管理について実務実習を行う。
その中で「食農教育」、「食育教育」の重
要性を理解すると共に、次世代へ伝える意
義と手法を修得することを目指す。

1
年
前
期

45 1 〇 〇 〇

22 〇
基礎給食管理
学

特定給食施設(幼稚園・小学校・寄宿舎)で
給食提供の実務経験を持つ教員が、その実
務経験を生かして給食提供の場で必要な食
事提供の基本となる書類作成技術や知識を
修得させることを目的とした教育を行う。
給食管理学で修得した内容について演習を
通し理解を深めると共に、日本人の食事摂
取基準の活用方法の習得を目指した演習を
行う。

1
年
前
期

30 2 〇 〇



23 〇 給食管理学

特定給食施設(幼稚園・小学校・寄宿舎)で
給食提供の実務経験を持つ教員が、その実
務経験を生かして給食提供の場で必要な技
術や知識を修得させることを目的とした教
育を行う。「給食の運営」分野の中核とな
る講義であり、病院、事業所、学校、福祉
施設などの給食施設で、それぞれの対象者
に合う食事の計画・提供方法や、施設設備
の管理方法、予算管理方法などの理論の修
得をする。

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

24 〇 調理学

美味しい食事を頂くことは皆の望むことで
ある。料理の知識と理論を身につけ食品を
正しく取り扱うための実践が大切である。
料理の意識、人間の嗜好性、調理操作、食
品の調理性等について科学的に理解を深め
る。

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

25 〇 献立作成演習

特定給食施設(幼稚園・小学校・寄宿舎)で
給食提供の実務経験を持つ教員が、その実
務経験を生かして給食提供の場で必要な技
術や知識を修得させることを目的とした教
育を行う。給食の運営業務は、すべて献立
を中心として展開される。献立とは、言わ
ば、栄養計画書であり指示書でもある。献
立作成に対する理解を深め、献立作成技術
の向上を目指した演習を行う。

1
年
後
期

30 1 〇 〇 〇

26 〇
基礎調理学実
習

特定給食施設(幼 稚園・小学校・寄宿舎)で
給食提供の実務経験を持つ教員が、その実
務経験を生かして給食提供の場で必要な技
術や知識を修得させることを目的とした教
育を行う。調理学で修得した内容について
実習を通し理解を深めると共に、調理全般
の基礎知識(基本操作、食品の取り扱い等)
を把握した上で調理技術の習得を目指した
実習を行う。また、食農教育実習で収穫し
た食材を使用することにより、「食育」
「地産地消」を積極的に推進できる知識や
技術の修得を目指す。

1
年
前
期

45 1 〇 〇 〇

27 〇 調理学実習Ⅰ

調理とは、食品を栄養的衛生的かつ嗜好に
あうように処理し、食べ物として作り上げ
る操作をいう。各国の調理の技術と作法等
を知らしめ、嗜好や味覚を満足させる工夫
や食品の取り合わせ食事の作法なども実施
する。

1
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

28 〇
大量調理学実
習

特定給食施設(幼稚国・小学校・寄宿舎)で
給食提供の実務経験を持つ教員が、その実
務経験を生かして給食提供の場で必要な技
術や知識を修得させることを目的とした教
育を行う。給食管理学の講義で学んだ基礎
的知識を生かして、実際に大量調理を体験
する。大量調理学実習から1年生後期の給食
管理学実習、2年 生で取り組む給食管理学
校外実習、就職活動へ発展するので、まず
目で見て体験し、栄養士として給食運営を
行う際に必要な知識や技術がどのように活
用されているか理解することを目指した実
習を行う。

1
年
前
期

45 1 〇 〇 〇



29 〇
給食管理学実
習

特定給食施設(幼稚国・小学校・寄宿舎)で
給食提供の実務経験を持つ教員が、その実
務経験を生かして給食提供の場で必要な技
術や知識を習得させることを目的とした教
育を行う。給食管理学の講義で学んだ基礎
的知識を生かして、実際に給食の運営業務
(給食の計画から実施検討評価に至るまで)
を 学生自身の手で進める。給食管理学実習
での経験を2年生で取り組む給食管理学校外
実習、就職活動へ発展できるよう自身の技
術や知識を定着させると共に、コミュニ
ケーション能力を身に着けることの大切さ
を理解することを目指した実習を行う。

1
年
後
期

45 1 〇 〇 〇

30 〇
プロジェクト
学習

栄養士として必要な知識・技術を総合的に
修得することを目的とし、個々の学生が研
究課題を持ち自主的に研究活動に取り組
む。学生個々の基礎学力、調理技術の確認
と向上を目的とした指導を中心に行う。

1
年
後
期

30 1 〇 〇 〇

31 〇 社会活動

社会生活を送るために必要な人格と教養
を培うこと、協同の精神を育むことを目的
とし、様々な活動を行う。具体的には、校
内での活動として、学内懇談会、セミ
ナー、校内外の美化活動、学校行事（農業
祭、三者会、学園祭）の企画運営、学生自
治会活動。校外でのボランティア活動を行
う。

2
年
前
期
後
期

〇 〇 〇

32 〇 健康管理概論

健康の概念を正しくとらえ、世界及び日本
の現状を把握したうえで、「健康寿命の延
伸」と「ＱＯＬの維持向上」のために健康
管理上の、課題と対策を学び、ライフス
テージに添って、生涯にわたり健康的な生
活習慣を確立する。また、健康の情報が過
多の昨今、正しく理解し活用する力を養
う。

2
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

33 〇 社会福祉概論

社会保障及び保健・医療・福祉制度の概要
について理解し、栄養士が多様な領域にお
いて、その専門性を充分に発揮するために
必要な基本となる知識及び技術を学習す
る。

2
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

34 〇 解剖生理学

人体の構造と機能の基本を学ぶことによ
り、食物に含まれる栄養素が身体のつくり
や働きにどのように関与するのか理解を深
め、なぜ栄養素が大切であるかを学習しま
す。

2
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

35 〇 運動生理学

我が国では、運動により健康の維持・増進
を図る流れが社会に定着している。運動生
理学では、人が運動した際の生理的応答や
運動を定期的に続けた際の適応について、
そのしくみを学び、健康の維持・増進のた
めの運動とその実践などについて理解を深
める。

2
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

36 〇 生化学

生化学は、生命科学の重要な分野であるの
と同時に栄養学の基礎分野でもある。生体
を構成する物質の構造、特徴と機能を理解
することで、食品から摂取する栄養素の重
要性を理解する。また、生体における様々
な物質の代謝経路を理解することで、栄養
素のはたらきや必要性について理解するこ
とを目的とする。

2
年
前
期

30 2 〇 〇 〇



37 〇 病理学

様々な疾患の患者に対して栄養状態を評価
し、栄養指導や食事療法を適切に提供する
ためには、病気に関する基礎的知識が必要
である。この授業では、疾病による臓器や
組織の形態的変化を学ぶとともに、主要な
疾患の病因・病態、臨床症状などについて
も学習する。

２
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

38 〇 生化学実験

栄養士として必要な知識である栄養学や
食品学との関連性が高い項目の実験に取り
組む。特に糖質、タンパク質（アミノ
酸）、脂質、核酸の特性や分析方法、酵素
反応における様々な条件について知識と技
術の修得を目指す。

2
年
前
期

45 1 〇 〇 〇

39 〇 食品加工学
「食品の安全性」を念頭に、食品の貯蔵、
加工の意義、加工の原理と方法について理
解する。

2
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

40 〇 食品学実験

食品は本来生物に由来するため、食品の成
分は主に生体成分であり、その種類は多岐
にわたっている。栄養と関わる食品成分の
分析を通じて、分析方法の原理を理解する
と共にそれぞれの成分の役割について学
ぶ。グループで実験を行うことで各自役割
を分担して効率よく実験操作を行う。

2
年
後
期

45 1 〇 〇 〇

41 〇
食品加工学実
習

特定給食施設 (幼稚園・小学校・寄宿舎)で
大量調理の実務経験を持つ教員が、その実
務経験を生かして食品の調理・加工の現場
で必要な技術や知識を修得させることを目
的とした教育を行う。食品加工学で修得し
た内容について実習を通し理解を深めると
共に、食育に携わる栄養士として次代に伝
えるべき技術や知識の習得を目指した実習
を行う。

2
年
後
期

45 1 〇 〇 〇

42 〇 応用栄養学2

病院において、栄養管理・指導の実務経験
を持つ教員が、その実務経験を生かし、成
長過程に相応しい身体状況や栄養状態に応
じた基本的な栄養管理をするために必要な
知識の修得を目的とした教育を行う。①生
理的特徴②栄養アセスメント③栄養と病
態・疾病④栄養ケアの面から理解する。応
用栄養学2では、各ライフステージの学童
期・思春期、成人期・更年期、高齢期まで
理解する。

2
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

43 〇
臨床栄養学総
論

臨床栄養における栄養ケア・マネジメント
業務に必要な基礎知識を中心に学習する。
また、チーム医療の一翼を担うメデカルス
タッフの一員として必要な基礎知識（病
態、栄養療法、カルテの見方、検査値のと
らえ方等）を習得し、患者個々人の栄養計
画にそった食事を提供できるスキルを学習
し、治療食を提供できる知識を身に付け
る。

2
年
前
期

30 2 〇 〇 〇

44 〇
臨床栄養学各
論

臨床栄養における栄養ケア・マネジメント
業務に必要な基礎知識を中心に学習する。
また、チーム医療の一翼を担うメデカルス
タッフの一員として必要な基礎知識（病
態、栄養療法、カルテの見方、検査値のと
らえ方等）を習得し、患者個々人の栄養計
画にそった食事を提供できるスキルを学習
し、治療食を提供できる知識を身に付け
る。

2
年
後
期

30 2 〇 〇 〇



45 〇
臨床栄養学
実習

特定給食施設(高齢者福祉施設)に おいて栄
養管理・指導の実務経験を持つ教員が、そ
の実務経験を生かし、栄養療法の意義と実
践を通して、軟菜食や嚥下調整食に関する
知識と技術の修得を目的とした教育を行
う。嚥下訓練食や嚥下調整食、ソフト食に
ついて、現場で提供されているものを実際
に調理・試食し、対象者の特性に合わせた
食事形態の選択や調理方法を身につける。
また、精尿病や腎臓病など、栄養成分別治
療食の献立作成及び調理実習を通して栄養
管理の知識を深め、実践力を身につける。

2
年
前
期

45 1 〇 〇 〇

46 〇 公衆栄養学

わが国の公衆栄養活動の歴史を紐解きなが
ら，現在の健康・栄養の問題点や課題を把
握し，疾病予防と健康の保持増進を目的と
する適切な栄養関連サービスを提供するた
めに必要な理論と方法を学ぶ。

また、茨城県の行政栄養士として、様々
な栄養政策を実施してきた経験を生かし
た、より具体的で身近な公衆栄養活動を紹
介することができ、公衆栄養活動の重要性
と楽しさ、醍醐味について理解を深めるこ
とのできる授業である。

2
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

47 〇 栄養教育論

栄養教育に関わる基礎的な学問分野につい
て理解する。対象者の行動変容を促す手段
としてカウンセリング、コーチング、食行
動変容技法などの理論と技術を学ぶ。健
康・栄養状態、食行動、食環境に関する情
報収集、実態把握、問題点の抽出、分析の
方法を学ぶ。

2
年
後
期

30 2 〇 〇 〇

48 〇
栄養指導・教
育実習

病院において栄養管理・指導の実務経験を
持つ教員が、その実務経験を生かし健康の
維持・増進、疾病予防、疾病治療に関する
栄養指導や教育支援法についての知識と技
術の修得を目的とした教育を行う。給食管
理学校外実習では、自分たちの作った媒体
を持参するので、媒体づくりには特に力を
入れて取り組む。

2
年
前
期

45 1 〇 〇 〇

49 〇 調理学実習Ⅱ

調理とは、食品を栄養的衛生的かつ嗜好に
あうように処理し、食べ物として作り上げ
る操作をいう。各国の調理の技術と作法等
を知らしめ、嗜好や味覚を満足させる工夫
や食品の取り合わせ食事の作法なども実施
する。各国の調理の技術と作法等を知り、
嗜好や味覚を満足させる工夫や食品の取り
合わせ食事の作法なども実施する。また献
立立案の流れを取得させ家庭での食事計画
立案までの演習・実習を行う。

2
年
前
期

45 1 〇 〇 〇

50 〇
給食管理学校
外実習

特定給食施設(幼稚園・小学校・寄宿舎・高
齢者福祉施設・病院)での給食提供の実務経
験を持つ教員がその実務経験を生かし、校
外実習先の栄養士・管理栄養士と連携して
給食提供の場で必要な技術や知識を習得さ
せることを目的とした教育を行う。実習先
は、給食施設(学校、児童福祉施設、老人保
健施設、病院 等)とし、それぞれ給食の特
徴と栄養管理・運営の実際を体験し、校内
において学習した関連科目の理解を深め
る。また、他職種や給食提供対象者との
コュミ ニケーシヨンを円滑に進める能力を
養うことを目指した実習を行う。

2
年
前
後
期

45 1 〇 〇 〇 〇



51 〇
プロジェクト
学習

栄養士として働く心構えを持たせ、全体指
導としては就職活動方法、関連書類の整え
方、企業分析の一環としての校内企業説明
会を行う。また、個別指導として模擬面接
や就職活動状況調査書を活用した個別面接
を行い、個人の考えや特性に合う就職が叶
うよう展開する。

2
年
前
期

30 1 〇 〇 〇

52 〇
プロジェクト
学習

栄養士として必要な知識・技術を総合的に
修得することを目的とし、個々の学生が研
究課題を持ち自主的に研究活動に取り組
む。学生個々の基礎学力、調理技術の確認
と向上を目的とした指導と就職活動指導を
中心に行う。

2
年
後
期

30 1 〇 〇 〇

53 〇
資格試験対策
講座

栄養士実力認定試験対策として、校内模擬
試験（2回）の実施及び各出題科目について
の講座を開講する。前期においては、1年次
の復習もかね、各週1科目を取り上げ、過去
の講義の復習と新しい事項について情報を
提供する。また、クラス別学習や個別学習
の時間を設け、自主学習の力を身に付け
る。

2
年
前
期

30 1 〇 〇 〇

54 〇
資格試験対策
講座

栄養士実力認定試験対策として、校内模擬
試験（2回）の実施及び各出題科目について
の講座を開講する。本試験に向けての最新
の情報を科目別学習で、また、習熟度別ク
ラス学習の時間では、過去の問題に取り組
み、出題の傾向等を理解し、本試験に向け
て学習する。

2
年
後
期

30 1 〇 〇 〇

54科目

卒業要件及び履修方法 授業期間等

合計 1860単位時間(      86単位)

（留意事項）
１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合について
は、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

必修科目1860単位時間をすべて履修し5段階評価を受け、不合格科目が無いこと
１学年の学期区分 2期
１学期の授業期間 15週
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